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年

金

下
水
道

保
険
料
の
納
付
は

「
口
座
振
替
」
が

�
便
利
�で�
お
得
�で
す
！

国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額
１

４
�１
０
０
円
で
す
。（
平
成
１９
年

度
）
皆
さ
ん
忘
れ
ず
に
納
め
て
い

ま
す
か
？

国
民
年
金
の
納
付
方

法
に
は
、
納
付
書
に
よ
る
納
付
と

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
２
通
り

が
あ
り
ま
す
が
、
口
座
振
替
に
さ

れ
る
と
納
め
忘
れ
が
な
く
安
心
で

す
。

安
心

自
動
引
落
し
で
納
め
忘
れ

の
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。

便
利

金
融
機
関
な
ど
に
行
く
手

間
と
時
間
が
省
け
ま
す
。

簡
単

手
続
き
は
１
回
で
、
手
数

料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

お
得

早
割
を
利
用
す
る
と
、
月
々

５０
円
（
年
間
６
０
０
円
）
の

割
引
に
な
り
ま
す
。

○
早
割
（
当
月
末
の
口
座
振
替
）

保
険
料
を
当
月
末
の
口
座
振
替

に
す
る
と
、
月
々
５０
円
割
引
さ
れ

ま
す
。
最
初
の
引
落
し
月
の
み
２

か
月
分
引
落
し
さ
れ
る
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
の
手
続
き

次
の
も
の
を
お
持
ち
の
う
え
、

金
融
機
関
又
は
社
会
保
険
事
務
所

へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

�

年
金
手
帳
又
は
納
付
書

�

通
帳

�

金
融
機
関
の
届
出
印

口
座
か
ら
の
保
険
料
引
落
日
は
、

月
末
と
な
り
ま
す
。（
月
末
が
休
日

の
場
合
は
、
翌
営
業
日
が
引
落
日

と
な
り
ま
す
）

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
課

�
９
２
５
―
５
１
７
５

役
場
町
民
課
住
民
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

公
共
下
水
道
事
業
認
可
区
域
拡
大

松
前
町
で
は
、
市
街
化
区
域
の

用
途
区
域
拡
大
に
伴
い
、
公
共
下

水
道
認
可
区
域
が
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。（
地
図
参
照
）

こ
の
区
域
の
事
業
実
施
期
間
は

平
成
２６
年
３
月
３１
日
ま
で
の
予
定

で
す
。
実
施
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
認
可
区
域
拡
大
に
よ
り

合
併
処
理
浄
化
槽
の
補
助
対
象
区

域
が
変
わ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
上
下
水
道
課

�
９
８
５
―
４
１
２
６

公共下水道事業認可区域

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
年
金

◆
下
水
道

◆
農
業

◆
募
集
・
ま
さ
き
文
化
祭
参
加
者

９月の納税
国民健康保険税 第３期

口座振替日は

９月２５日（火）

※ 農協は振替日が２７日から２５日へ変更になっています。

～ 税金が 笑顔の生活 支えている ～
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